
令和６年度労務安全衛生担当者研修事業 

「令和６年度改正労働関係法令等説明会」のご案内 

令和６年の労働法令の改正には、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親

方等に対しても、労働者と同等の保護措置を図る観点から、労働安全衛生規則等

の規定改正、労働者死傷病報告電子化などが改正されています。 

本研修会は、事業場で労務安全衛生業務を担当する方のために、当年度中の労

働法規制の改正等について学ぶ機会として、下記により開催いたしますので、各

事業場の安全衛生業務担当者を参加させて頂きますようご案内致します。 

記 

目 的： 本研修会は、当年度中の労働関係法規制の改正ついての理解を深めて、

労務安全衛生担当者の実務に便宜を図ることを目的としています。 

対象者： 事業場において労働基準法、労働安全衛生法令に基づく労務安全衛生

管理の実務を担当される方 

講習内容： ① 改正労働基準法（猶予期限終了）改正労働基準法施行規則ほか 

② 労働者死傷病報告電子化等の改正労働安全衛生規則 

③ 個人事業者に対する一定の安全衛生保護措置が義務付け各規則 

④ 改正育児介護休業法（子の年齢に応じた措置の拡充ほか） 

 

日 時： 令和７年２月２０日（木） 午後 1時 30分～午後 3時 45分 

会 場： 石川県地場産業振興センター 新館５階 第１２研修室 

（金沢市鞍月２丁目１番地 TEL ２６８－２０１０ ） 

定 員：  ６０名   

受講料：   無料 

申込方法：受講申込書に所定事項を記入のうえ、郵送又はＦＡＸにてお願いします。  

 申込先  〒920-0962  金沢市広岡２丁目 13番 23号 AGSビル 301  

一般社団法人金沢労働基準協会 

TEL(076)232－2976  FAX (076)224－2554      

受付期間：令和６年２月１８日（火）まで（定員になり次第締め切ります。） 

その他注意事項 

（１） 受付は、午後１時 00分から行います。 

（２） 受付では、受講される方の氏名、所属事業場名を確認します。 

（３） テキスト資料は、受付の際お渡しします。 

 

 



「令和６年度改正労働関係法令説明会」 

 受 講 申 込 書 

令和  年  月  日 

一般社団法人 金沢労働基準協会   あて 

FAX  (076)224－2554 

 

       事業所名                                        

          〒 

                         

       所在地                             

 

                連絡担当者                             

                  （ＴＥＬ                 ）   

                   （ＦＡＸ                 ） 

  

日時  令和７年２月２０日（木）午後1時30分～午後3時45分 

場所  石川県地場産業振興センター 新館５階 第１２研修室 

（金沢市鞍月２丁目１番地 TEL ２６８－２０１０ ） 

 

受講者氏名 

 

 

 

 講習で聞きたい事項や労働安全衛生法令に関する質問があればお聞かせください。 
 

 

 



令和６年改正労働法令説明会 
令和７年２月２０日（木） 

石川県地場産業振興センター 

 新館５階 第１２研修室 

時間 内    容 講   師 

13:30～
13:35 

（5分間） 

開催あいさつ 

お知らせ（下記法令説明以外） 

金沢労働基準
監督署 
署長 

13:40～
15:20 

（１時間 
 40分） 

労働基準法関係（令和 6年改正施行、改正公布） 
（１） 改正労働基準法（猶予期限終了） 

（２） 改正労働基準法施行規則（裁量労働制、労働条件明示

事項、自動車運転者労務改善基準等） 

（３） 石川県最低賃金公示等の改正 

（４） 相談内容からの留意事項 

（５） 監督指導内容からの留意事項 

金沢労働基準
監督署 

第一方面主任
監督官 

労働安全衛生法関係（令和6年改正施行、改正公布） 

（１） 労働安全衛生規則(金属アーク溶接作業主任者、本足

場原則、テールゲートリフター、電気自動車等の整備

業務特別教育等)の改正施行 

（２） 労働安全衛生規則等（死傷病報告等の電子化、一人親

方等の安全衛生対策）の改正公布 

 

金沢労働基準
監督署 

安全衛生課長 

 

育児休業法関係（令和6年改正施行、改正公布） 

（１） 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する措置の拡充 

（２） 所定外労働の制限（残業免除）の対象が拡大 

（３） 育児のためのテレワークの導入が努力義務化 

（４） 子の看護休暇が見直されます 

（５） 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務 

（６） 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大 

（７） 介護離職防止のための個別の周知・意向確認の義務化 

（８） 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定義務 

 

石川労働局 

雇用環境均

等室 

15:20～1
5:40 

  （20分
間） 

① 「令和６年度労働法令改正一覧」 

② 「労働安全衛生法令関係質疑応答集」 

③  労働調査会「安衛法便覧」チラシ 

④ 「令和ゼロ災プロジェクトの推進状況」 

⑤ 「４つのない運動」と 

「二次健康診断を受けよう運動」 

金沢労働基準
協会 

専務理事 

 
 

 

 
 


